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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ    3/00     　　　Ｌ
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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月6日(2016.1.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　錠剤供給装置（１３）と、少なくとも１つの錠剤容器（１５）に動作可能に接続されて
前記錠剤容器（１５）を錠剤の搬送のための第１位置から錠剤試験のための少なくとも１
つの第２位置に移動させる昇降装置（２０）と、少なくとも１つの錠剤特性を取得するよ
うに構成された錠剤試験装置と、を備え、前記錠剤供給装置（１３）は、前記錠剤を前記
錠剤容器（１５）に配置するように構成された出口を備えた錠剤試験ステーションであっ
て、
　前記錠剤容器（１５）は、その上面に前記錠剤を受け、運搬するように構成され、前記
昇降装置（２０）は、前記錠剤の搬送のため、前記錠剤容器（１５）を前記錠剤の搬送の
ための第１位置から前記錠剤供給装置（１３）に対して移動させて、前記錠剤容器（１５
）の前記錠剤供給装置（１３）の出口からの距離が、錠剤試験のための少なくとも１つの
第２位置にできる限り近くなるようにする、錠剤試験ステーション。
【請求項２】
　請求項１に記載の錠剤試験ステーションにおいて、前記昇降装置（２０）は、駆動手段
を備える、錠剤試験ステーション。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の錠剤試験ステーションにおいて、前記昇降装置は、制御装置
（１７）を備える、錠剤試験ステーション。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１つに記載の錠剤試験ステーションにおいて、前記錠剤試験
装置は、前記錠剤容器（１５）上に前記錠剤（１２）を位置合わせするための少なくとも
１つの位置合わせ面を有する、長さ、及び／または、幅、及び／または、厚さ測定装置と
して形成される、錠剤試験ステーション。
【請求項５】
　請求項４に記載の錠剤試験ステーションにおいて、前記錠剤試験装置は、光学手段また
は光学センサ装置（２５）である、錠剤試験ステーション。
【請求項６】
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　請求項１から３のいずれか１つに記載の錠剤試験ステーションにおいて、前記錠剤試験
装置は、破壊強度測定装置及び／または破壊挙動を試験する装置として形成される、錠剤
試験ステーション。
【請求項７】
　請求項６に記載の錠剤試験ステーションにおいて、前記錠剤試験装置は、前記錠剤（１
２）を位置合わせするための少なくとも１つの位置合わせ面（２１、２２）を有する破壊
装置（２４）を備える、錠剤試験ステーション。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１つに記載の錠剤試験ステーションにおいて、前記錠剤容器
（１５）は、前記錠剤（１２）を位置合わせするための少なくとも１つの位置合わせ面（
２３、２６）を有する、錠剤試験ステーション。
【請求項９】
　請求項８に記載の錠剤試験ステーションにおいて、前記錠剤容器（１５）の位置合わせ
面は、偏向器（２３）として形成される、錠剤試験ステーション。
【請求項１０】
　請求項８に記載の錠剤試験ステーションにおいて、前記錠剤容器（１５）は、少なくと
も１つのフラップとして形成される、錠剤試験ステーション。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１つに記載の錠剤試験ステーションにおいて、前記錠剤試
験装置は、平面に配置される、錠剤試験ステーション。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか１つに記載の錠剤試験ステーションを備える機械。
【請求項１３】
　請求項１から１１のいずれか１つに記載の錠剤試験ステーションまたは請求項１２に記
載の機械を用いた錠剤の試験方法であって、
　前記昇降装置（２０）によって、前記錠剤（１２）の搬送のために前記錠剤容器（１５
）を前記錠剤供給装置（１３）に隣接した位置に移動させる工程と、
　前記錠剤（１２）を前記錠剤供給装置（１３）から前記錠剤容器（１５）上に搬送する
工程と、
　前記錠剤容器（１５）にある前記錠剤とともに前記錠剤容器（１５）を少なくとも１つ
の第２位置に移動させて試験を実行する工程と、を含む錠剤の試験方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の錠剤の試験方法において、前記錠剤（１２）は、方法の完了時に前
記錠剤試験ステーション（１１）から排出される、錠剤の試験方法。
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